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【
４
】
北
条
氏
邦
朱
印
状 

（
天
正
十
年
カ
・
一
五
八
二
） 

 

（
藤
岡
市
・
飯
塚
家
文
書 

Ｐ
八
二
一
四 

№
一
二
二
八
六
） 

  
 

           
 

                
 

《
釈 

文
》 

 
 

 

五
貫
文 
 

 

御
蔵
銭 

以
上 

 
 

右
之
代
物
預
置
候
間
、
郷
中
へ 

 

か
し
利
銭
を
以
戌
四
月
漆 

 

調
、
可
二

指
上
一

、
毎
年
如
レ

此
相
定 

 

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

   
  

酉 

 
 

 
 

三
月
廿
一
日 

 

朱
印 (

翕
邦
挹
福
） 

     
 

 
 

 
 

北
谷 

 
 

 
 

 

飯
塚
六
左
衛
門 

 
 

 
 

 

同 

源
七
郎 

 
 

 
 

 

根
岸
忠
右
衛
門 

 
 

 
 

 

北
谷
衆
中 

 

《
読
み
下
し
》 

 

 
 

五
貫
文 

 
 

御
蔵
銭 

以
上 

  

右
の
代
物
（
だ
い
も
つ
）
預
置
（
あ
ず
か
り
お
き
）
候
間
、
郷
中
へ 

 

か
し
利
銭
（
り
ぜ
に
）
を
も
っ
て
、
戌
四
月
に
漆
調
（
と
と
の
え
）
、
指

し
上
げ
る
べ
く
、
毎
年
此
く
の
ご
と
く
相
定
む
者
な
り
、
仍
っ
て
件
の
ご

と
し
、 

   
  

酉
（
天
正
十
三
年
） 

 
 

 
 

三
月
廿
一
日 

 

朱
印 (

翕
邦
挹
福
） 

     
 

 
 

 
 

北
谷 

 
 

 
 

 

飯
塚
六
左
衛
門 

 
 

 
 

 
同 

源
七
郎 

 
 

 
 

 
根
岸
忠
右
衛
門 

 
 

 
 

 

北
谷
衆
中 
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《
用 

語
》 

 
【
貫
文
】
銭
を
数
え
る
単
位
。
一
文
銭
千
枚
を
一
貫
と
す
る
。 

【
御
蔵
銭
】
北
条
氏
の
御
蔵
の
銭
。 

【
代
物
】
①
金
銭
に
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
品
物
。
商
品
。
ま
た
、
金
銭
に
代
わ
る

品
物
。
質
ぐ
さ
。
②
商
品
な
ど
を
売
っ
た
り
、
買
っ
た
り
す
る
と
き
の
代
金
。

転
じ
て
、
単
な
る
金
銭
。 

【
預
置
】
金
品
な
ど
を
借
り
て
い
る
。 

【
か
し
利
銭
】
貸
し
た
銭
の
利
息
。
り
ぜ
に
。
り
せ
ん
も
ん
。 

【
漆
】
漆
の
樹
皮
を
傷
つ
け
、
流
れ
出
る
樹
脂
を
採
り
、
そ
の
漆
汁
に
乾
燥
剤
と
着

色
剤
と
を
加
え
て
つ
く
っ
た
塗
料
。
普
通
乾
く
と
光
沢
あ
る
黒
色
と
な
り
、
熱

・
酸
な
ど
に
強
い
。 

【
酉
】
天
正
十
三
年 

【
北
谷
】
三
波
川
流
域
の
呼
称
。
現
在
の
藤
岡
市
三
波
川
。 

【
飯
塚
六
左
衛
門
・
同
源
七
郎
・
根
岸
忠
右
衛
門
】
北
谷
の
土
豪
（
地
侍
） 

【
印
文
「
翕
邦
挹
福
（
き
ゅ
う
ほ
う
ゆ
う
ふ
く
）
」
の
朱
印
】
北
条
氏
邦
（
一
五
四

一
も
し
く
は
一
五
四
三
～
一
五
七
九
年
）
の
用
い
た
朱
印
。
氏
邦
は
武
蔵
天
神

山
・
鉢
形
、
上
野
箕
輪
の
城
主
。
北
条
氏
康
の
四
男
。
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）

頃
藤
田
泰
邦
娘
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
藤
田
家
の
家
督
を
継
承
。
同
七
年
天
神

山
城
（
埼
玉
県
長
瀞
町
）
に
入
り
実
名
氏
邦
を
名
乗
り
、
印
文
「
翕
邦
挹
福
」

の
朱
印
状
を
発
給
し
て
領
支
配
を
開
始
。
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
頃
か
ら
受

領
名
安
房
守
を
用
い
る
。
同
七
年
の
越
相
同
盟
破
綻
後
、
北
条
氏
の
上
野
進
出

の
中
心
的
役
割
を
担
い
、
同
十
年
箕
輪
城
（
群
馬
県
高
崎
市
）
を
拠
点
に
上
野

の
北
条
領
国
化
を
す
す
め
、
同
十
五
年
九
月
に
は
家
臣
の
猪
俣
邦
憲
を
箕
輪

城
に
、
齋
藤
定
盛
を
大
戸
城
（
同
東
吾
妻
町
）
に
配
置
し
て
支
配
を
展
開
（
『
戦

国
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
）
。 

 

《
解 

説
》 

  

天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
三
月
、
織
田
信
長
に
よ
り
武
田
家
が
滅
ぼ
さ
れ
、
織
田

家
臣
滝
川
一
益
が
厩
橋
城
に
入
り
上
野
国
は
織
田
領
国
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
六

月
信
長
が
本
能
寺
の
変
で
倒
れ
る
と
、
北
条
氏
が
神
流
川
合
戦
で
滝
川
一
益
率
い

る
上
野
国
衆
軍
を
破
り
、
上
野
国
の
大
半
は
北
条
氏
の
領
国
と
な
り
ま
し
た
。
北
条

氏
は
西
上
野
支
配
の
拠
点
を
箕
輪
城
に
置
き
、
鉢
形
城
主
北
条
氏
邦
を
入
れ
て
い

ま
す
。 

 

三
ッ
山
城
主
長
井
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
北
谷
（
三
波
川
谷
）
も
、
こ
の
文
書
の

存
在
か
ら
、
遅
く
と
も
天
正
十
三
年
三
月
二
十
二
日
に
は
北
条
氏
の
支
配
下
に
入

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
史
料
か
ら
、
北
条
氏
が
北
谷
を
「
郷
」
と
い
う
単

位
で
把
握
し
、
漆
徴
収
等
の
責
任
者
と
し
て
北
谷
衆
中
を
指
定
し
、
中
で
も
飯
塚
兄

弟
・
根
岸
氏
が
衆
中
を
代
表
す
る
人
物
と
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
内
容

は
、
①
北
条
氏
の
御
蔵
銭
五
貫
文
を
（
北
谷
）
郷
中
に
貸
し
付
け
る
こ
と 

②
郷
中

へ
貸
し
た
利
息
分
で
漆
を
調
達
し
、
（
翌
年
の
）
戌
年
四
月
に
は
上
納
す
る
よ
う
に

命
じ
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

       


